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序
論

保
安
監
置
の
遡
及
適
用

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
安
監
置
に
関
す
る
近
時
の
動
向
に
着
目
し
、
保
安
監
置
・
保
安
監
視
制
度
の
帰
趨
を
確
認
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
保
安
監
置
及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律１

）に
よ
っ
て
創
設
さ

れ
た
、
保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
制
度
の
概
要
を
確
認
し
て
お
く２

）。

保
安
監
置
と
は
、
刑
の
執
行
終
了
時
に
行
わ
れ
る
対
象
者
の
状
況
の
再
調
査
に
よ
っ
て
、
対
象
者
が
、
人
格
の
重
大
な
障
害
を
被
っ
て
い

る
た
め
に
、
累
犯
の
非
常
に
高
い
蓋
然
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
特
別
な
危
険
性
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、
刑
の
終

了
後
、
対
象
者
を
社
会
的
医
療
的
司
法
的
保
安
セ
ン
タ
ー
に
収
容
す
る
例
外
的
措
置
を
い
う
。
同
措
置
は
、
管
轄
地
の
保
安
監
置
地
方
裁
判

所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

対
象
犯
罪
は
、
未
成
年
者
を
被
害
者
と
す
る
、
謀
殺
、
故
殺
、
拷
問
、
野
蛮
行
為
、
強
姦
、
略
取
、
ま
た
は
、
監
禁
の
重
罪
、
成
人
を
被

害
者
と
す
る
、
謀
殺
、
加
重
的
故
殺
、
加
重
的
拷
問
、
加
重
的
野
蛮
行
為
、
加
重
的
強
姦
、
加
重
的
略
取
、
加
重
的
監
禁
の
重
罪
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
の
改
正３

）で
、
こ
れ
に
累
犯
で
行
わ
れ
る
、
故
殺
、
拷
問
、
野
蛮
行
為
、
強
姦
、
略
取
ま
た
は
監
禁
の
重
罪
が
追
加
さ
れ
た
。
い

ず
れ
の
場
合
も
、
一
五
年
以
上
の
懲
役
刑
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。

保
安
監
置
の
前
提
と
し
て
、
重
罪
法
院
が
有
罪
宣
告
の
際
に
、
被
有
罪
宣
告
者
が
刑
の
終
了
時
に
保
安
監
置
の
た
め
に
行
わ
れ
る
再
調
査

の
対
象
と
な
り
う
る
旨
明
記
す
る
必
要
が
あ
り
、
釈
放
一
年
前
ま
で
に
、
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
に
よ
っ
て
、
対
象
者
の
危
険
性
の
調
査

が
行
わ
れ
る
。

保
安
監
置
の
期
間
は
一
年
で
、
条
件
が
満
た
さ
れ
る
限
り
、
同
一
の
期
間
更
新
が
可
能
で
、
更
新
回
数
に
制
限
は
な
い
。
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他
方
、
保
安
監
視
は
、
保
安
監
置
が
延
長
さ
れ
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
対
象
者
の
請
求
に
よ
り
も
し
く
は
職
権
に
よ
り
保
安
監
置
が
終
了

す
る
場
合
で
、
か
つ
、
対
象
者
が
上
述
の
犯
罪
を
行
う
危
険
を
呈
し
て
い
る
場
合
に
、
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
の
決
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

保
安
監
視
に
伴
う
義
務
は
、
移
動
型
電
子
監
視
を
含
む
、
司
法
監
視
上
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
期
間
は
二
年４

）で
、
同
一
の
条
件
の
下
、
同

一
の
期
間
更
新
が
可
能
で
、
更
新
回
数
に
制
限
は
な
い
。

ま
た
、
保
安
監
視
対
象
者
が
、
保
安
監
視
上
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
で
、
上
述
の
犯
罪
の
一
つ
を
改
め
て
実
行
す
る
非
常
に
高
い
蓋
然

性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
特
別
な
危
険
を
改
め
て
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
、
保
安
監
置
裁
判
所
の
長
は
、
緊
急
の
場
合
、

社
会
的
医
療
的
司
法
的
保
安
セ
ン
タ
ー
へ
の
仮
収
容
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
こ
の
収
容
は
、
三
ヶ
月
以
内
に
、
保
安
処
分
学
際

的
委
員
会
の
肯
定
的
意
見
の
後
、
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
保
安
監
視
は
、
司
法
監
視
ま
た
は
社
会
内
司
法
監
督
が
上
述
の
犯
罪
の
一
つ
に
つ
き
一
五
年
以
上
の
懲
役
刑
で
有
罪
宣
告
を
受
け

た
者
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
保
安
監
置
裁
判
所
は
、
対
象
者
を
二
年
間
の
保
安
監
視
に
付
す
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

保
安
監
置
の
適
用
場
面
は
、
従
っ
て
、
①
刑
終
了
後
の
収
容
、
②
保
安
監
置
後
の
保
安
監
視
に
お
け
る
義
務
違
反
に
起
因
す
る
保
安
監
置
、

及
び
、
③
司
法
監
視
ま
た
は
社
会
内
司
法
監
督
後
の
保
安
監
視
に
お
け
る
義
務
違
反
に
起
因
す
る
保
安
監
置
、
以
上
の
三
つ
の
場
合
で
あ
る
。

保
安
監
置
の
遡
及
適
用
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
は
、
憲
法
院
二
〇
〇
八
年
二
月
二
一
日
の
裁
決
第
二
〇
〇
八

五
六
二
号５

）が
、

保
安
監
置
は
、

そ
の
自
由
剥
奪
的
性
質
、
自
由
剥
奪
の
期
間
、
無
制
限
の
更
新
可
能
性
、
及
び
、
こ
の
措
置
が
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
宣
告
後
に
宣
告
さ
れ
る

点
に
鑑
み
、
本
法
の
公
布
前
に
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
、
ま
た
は
、
こ
の
日
よ
り
前
に
行
っ
た
行
為
に
つ
き
、
こ
の
日
以
降
に
有
罪
判
決
の

対
象
と
な
る
者
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
保
安
監
置
の
遡
及
適
用
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
保
安
監
視
の
遡

及
適
用
に
つ
い
て
は
、
憲
法
適
合
的
と
し
た
。

フランスにおける保安監置廃止に向けた近時の動きについて（井上）

（81-４- ）549 3



上
記
③
の
場
合
、
保
安
監
視
は
遡
及
適
用
が
可
能
な
た
め
、
法
律
の
施
行
前
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
対
し
て
も
、
保
安
監
視
を
介
す

る
こ
と
で
、
保
安
監
置
の
適
用
が
可
能
に
な
る
。
以
下
の
適
用
事
例
は
い
ず
れ
も
③
の
方
法
に
よ
っ
て
保
安
監
置
が
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
通
り
、
疑
問
視
す
る
者
も
少
な
く
な
い６

）。

Ⅰ

保
安
監
置
の
実
施
状
況

一

保
安
監
置
の
適
用
事
例

保
安
監
置
の
遡
及
適
用
を
否
定
し
た
上
述
の
憲
法
院
裁
決
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
安
監
置
の
第
一
号
事
案
が
制
度
創
設
か
ら
四
年

足
ら
ず
で
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
驚
く
べ
き
事
態
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
保
安
監
置
が
実
際
に
適
用
さ
れ
た
の
は
こ
れ
ま
で
わ
ず
か
四
件
で
、
そ
の
平
均
収
容
日
数
は
五
六
日
と
き
わ
め
て
短
い
。
中

で
も
、
第
四
号
事
案
は
、
保
安
監
置
の
前
提
と
な
る
保
安
監
視
に
つ
い
て
そ
の
要
件
を
欠
い
て
お
り
、
明
ら
か
な
誤
適
用
で
あ
っ
た
。

・
第
一
号
事
案７

）

Ｄ
氏
は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
三
日
、A

ix
-en
-P
ro
v
en
ce

控
訴
院
の
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
仮
収
容
と
し
て
、

F
resn

es

社
会
的
医
療
的
司
法
的
保
安
セ
ン
タ
ー
で
の
保
安
監
置
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
精
神
医
学
的
治
療
を
受
診
す
る
義
務
及

び
特
定
の
場
所
に
居
所
を
定
め
る
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

Ｄ
氏
が
こ
の
仮
収
容
命
令
に
対
し
て
抗
告
し
、
そ
れ
を
受
理
し
た
保
安
監
置
中
央
裁
判
所
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
二
七
日
、
当
該
仮
収
容

命
令
を
是
認
し
た
。

論 説
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二
〇
一
二
年
一
月
一
八
日
に
招
集
さ
れ
た
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
は
、
Ｄ
氏
に
対
す
る
社
会
的
医
療
的
司
法
的
保
安
セ
ン
タ
ー
へ
の
収

容
は
不
適
と
の
意
見
を
示
し
、
他
方
で
、
未
成
年
者
と
の
居
住
禁
止
及
び
移
動
型
電
子
監
視
と
い
う
二
つ
の
義
務
の
追
加
に
よ
っ
て
、
保
安

監
視
上
の
義
務
を
強
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

二
〇
一
二
年
二
月
一
日
、A

ix
-en
-P
ro
v
en
ce

控
訴
院
の
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
は
、
Ｄ
氏
に
対
す
る
保
安
監
置
を
終
了
さ
せ
、
先
に
宣

告
さ
れ
て
い
た
保
安
監
視
を
移
動
型
電
子
監
視
に
よ
っ
て
強
化
す
る
旨
判
示
し
た８

）。

・
第
二
号
事
案９

）

Ｃ
氏
は
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
九
日
、
酒
類
提
供
店
へ
頻
繁
に
出
入
り
し
た
こ
と
、
未
成
年
者
を
受
け
入
れ
る
場
所
に
出
没
し
た
こ
と
、

及
び
、
未
成
年
者
と
接
触
し
た
こ
と
に
よ
る
保
安
監
視
上
の
義
務
違
反
の
結
果
、
社
会
的
医
療
的
司
法
的
保
安
セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
た
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
、L

ille
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
Ｃ
氏
に
対
す
る
保
安
監
置
セ
ン
タ
ー
へ

の
収
容
を
継
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
不
適
と
の
意
見
を
表
明
し
た
。
即
ち
、

当
委
員
会
は
、
そ
の
構
成
員
の
多
数
に
お
い
て
、
Ｃ
氏
に
対

し
て
保
安
監
置
セ
ン
タ
ー
へ
の
収
容
を
継
続
せ
ず
、
二
〇
一
二
年
五
月
二
二
日
に
宣
告
さ
れ
た
保
安
監
視
を
移
動
型
電
子
監
視
に
よ
っ
て
強

化
す
べ
き
と
の
意
見
で
あ
る
…
…
」。

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
三
日
、
Ｃ
氏
は
、
保
安
監
置
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
聴
取
さ
れ
た
際
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
。
即
ち
、
保

安
監
置
セ
ン
タ
ー
へ
の
収
容
は
非
常
に
辛
く
、

刑
務
所
よ
り
酷
か
っ
た
」。
と
い
う
の
も
、
時
々
看
護
師
か
監
視
人
が
い
る
だ
け
で
い
つ
も

一
人
で
、
唯
一
の
活
動
の
た
め
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
る
も
の
の
、
私
に
は
そ
れ
を
使
う
能
力
が
な
か
っ
た
と
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
、
保
安
監
置
裁
判
所
は
、
Ｃ
氏
の
保
安
監
置
を
終
了
さ
せ
、
先
に
宣
告
さ
れ
て
い
た
保
安
監
視
を
移
動
型
電

子
監
視
に
よ
っ
て
強
化
す
る
旨
判
示
し
た
。
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・
第
三
号
事
案10

）

Ｐ
氏
は
、
二
〇
一
三
年
八
月
二
八
日
、
治
療
命
令
に
対
し
て
繰
り
返
し
違
反
し
た
結
果
、
保
安
監
置
の
対
象
と
な
っ
た
。
同
氏
は
、
二
〇

一
三
年
六
月
一
七
日
に
脅
迫
罪
で
拘
禁
刑
を
宣
告
さ
れ
、
保
安
監
置
の
日
に
は
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。

L
ille

保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
一
一
日
、

Ｐ
氏
の
特
別
に
高
い
危
険
性
及
び
確
実
な
累
犯
の
危
険
性
」
に
鑑
み
、

同
氏
の
保
安
監
置
に
つ
い
て
適
当
と
の
意
見
を
表
明
し
た
。

二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
四
日
、D

o
u
a
i

保
安
監
置
地
方
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
Ｐ
氏
に
対
す
る
保
安
監
置
の
解
除
を
命
じ

た
。

二
〇
一
二
年
七
月
三
日
に
命
じ
ら
れ
た
保
安
監
視
は
、
以
下
に
挙
げ
る
当
初
の
義
務
を
伴
え
ば
、
完
全
な
効
果
を
取
り
戻
す
。
即
ち
、

そ
の
義
務
と
は
、
未
成
年
者
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
あ
ら
ゆ
る
場
所
へ
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、
未
成
年
者
と
の
日
常
的
接
触
を
含
む
職
業
的

ま
た
は
無
償
の
活
動
を
し
な
い
こ
と
、
Ｚ
氏
と
頻
繁
に
会
わ
な
い
こ
と
、
酒
類
提
供
店
に
頻
繁
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
、
及
び
、
治
療
命
令

に
従
う
こ
と
で
あ
る
」。

二

保
安
監
置
の
誤
適
用
事
例

上
述
の
通
り
、
第
四
号
事
案
で
は
、
保
安
監
置
の
前
提
と
な
る
保
安
監
視
の
要
件
が
そ
も
そ
も
充
足
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

対
象
者
は
保
安
監
視
下
に
置
か
れ
、
さ
ら
に
は
保
安
監
置
に
付
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
違
法
な
自
由
侵
害
が
八
八
日
に
及
ん
だ
点
も
、
看
過
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
制
度
上
の
大
き
な
問
題
の
一
つ
と
い
え
る
。

・
第
四
号
事
案11

）

二
〇
一
三
年
八
月
二
九
日
、P

a
ris

保
安
監
置
地
方
裁
判
所
は
、
Ｖ
氏
に
対
し
て
、
自
由
と
拘
禁
判
事
に
よ
っ
て
二
〇
一
三
年
八
月
二
四
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日
に
下
さ
れ
た
命
令
に
よ
るC

h
a
tea

u
ro
u
x

行
刑
セ
ン
タ
ー
へ
の
仮
収
容
に
続
い
て
、
保
安
監
視
の
枠
内
で
彼
に
課
さ
れ
た
義
務
に
違
反

し
た
こ
と
を
理
由
に
、
刑
事
訴
訟
法
第
七
〇
六

五
三

一
九
条
第
三
項
の
適
用
に
よ
り
、
社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ
ン
タ
ー
へ
の
収
容
を
宣

告
し
た
。

本
件
で
は
、
Ｖ
氏
は
、
二
〇
一
三
年
八
月
二
四
日
か
ら
二
年
間
、
司
法
監
視
か
ら
生
じ
る
義
務
と
同
様
の
義
務
、
と
り
わ
け
、
治
療
義
務

を
伴
う
、
保
安
監
視
に
付
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
年
八
月
一
七
日
、
Ｖ
氏
は
、
刑
罰
適
用
判
事
に
対
し
て
、
保
安
監
視
よ
り
も
保
安
監
置
を
望

む
旨
の
書
簡
を
送
っ
た
。
二
〇
一
三
年
八
月
二
三
日
、
Ｖ
氏
は
、
保
安
監
視
の
枠
内
で
彼
に
課
さ
れ
る
義
務
の
通
告
を
受
け
る
た
め
に
出
頭

す
る
の
を
拒
ん
だ
こ
と
か
ら
、
刑
罰
適
用
判
事
は
、
不
出
頭
の
調
書
を
作
成
し
た
。

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
八
日
、P

a
ris

保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
は
、
と
り
わ
け
、

治
療
さ
れ
て
い
な
い
精
神
医
学
的
疾
患
か
ら
現
れ

う
る
危
険
性
」
及
び
「
信
頼
性
が
高
く
か
つ
構
造
化
を
促
す
外
出
計
画
の
欠
如
」
の
故
に
、
保
安
監
置
を
適
当
と
す
る
意
見
を
表
明
し
た
。

P
a
ris

保
安
監
置
地
方
裁
判
所
は
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
二
日
の
決
定
に
よ
っ
て
、

Ｖ
氏
は
保
安
監
視
の
管
轄
に
属
し
て
い
な
い
以

上
、
同
氏
を
保
安
監
置
に
付
す
る
理
由
が
な
い
」
と
述
べ
た
。

刑
事
訴
訟
法
第
七
〇
六

五
三

一
三
条
に
よ
れ
ば
、
保
安
監
置
は
、
一
五
年
以
上
の
懲
役
刑
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
に
対
し
て
の
み
宣
告
可

能
で
あ
る
。
保
安
監
視
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
有
罪
宣
告
が
前
提
と
な
る
（
刑
事
訴
訟
法
第
七
〇
六

五
三

一
九
条
及
び
第
七
二
三

三
七

条
）。
と
こ
ろ
が
、
Ｖ
氏
は
、
一
〇
年
の
懲
役
刑
の
宣
告
を
受
け
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
保
安
監
視
を
彼
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

で
あ
っ
た
。
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Ⅱ

保
安
監
置
廃
止
に
向
け
た
動
き

一

保
安
監
置
・
保
安
監
視
廃
止
法
案12

）

政
権
交
代
が
行
わ
れ
た
の
を
機
に
、
左
派
系
上
院
議
員
に
よ
っ
て
、

保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
を
廃
止
す
る
法
案
」
が
二
度
に
わ
た
っ

て
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、S

A
R
K
O
Z
Y

政
権
が
進
め
て
き
た
監
視
強
化
策
に
対
す
る
揺
り
戻
し
の
動
き
と
も
見
て
取
れ
る
が
、
し
か

し
な
が
ら
、
両
法
案
と
も
、
一
度
も
審
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
廃
案
と
な
っ
た
。

・

保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
を
廃
止
す
る
法
案
」

二
〇
一
二
年
五
月
二
三
日
上
院
提
出13

））

こ
の
「
保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
を
廃
止
す
る
法
案
（P

ro
p
o
sitio

n d
e lo

i v
isa
n
t a

su
p
p
rim

er la reten
tio
n et la su

rv
eilla

n
ce

 
d
e su

rete

）」
に
よ
れ
ば
、
保
安
監
置
は
、
社
会
的
死
と
同
義
で
、
深
刻
な
制
御
不
能
状
態
と
な
り
う
る
予
防
排
外
刑
を
構
成
す
る
以
上
、

廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
、
同
措
置
が
危
険
性
の
恣
意
的
な
予
測
を
前
提
と
し
、
そ
の
危
険
性
は
精
神
医
学
者
に
よ
っ
て
も

法
学
者
に
よ
っ
て
も
明
瞭
に
定
義
さ
れ
え
な
い
点
も
そ
の
理
由
と
な
る
等
と
主
張
さ
れ
た
。

・

保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
を
廃
止
す
る
法
案
」

二
〇
一
二
年
七
月
三
一
日
上
院
提
出14

））

こ
ち
ら
の
「
保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
を
廃
止
す
る
法
案
（P

ro
p
o
sitio

n d
e lo

i ten
d
a
n
t a

la su
p
p
ressio

n d
e la reten

tio
n et d

e
 

la su
rv
eilla

n
ce d

e su
rete

）」
で
も
、
犯
罪
学
的
及
び
精
神
医
学
的
危
険
性
の
観
念
自
体
、
非
常
に
偶
然
的
で
、
精
神
医
学
者
の
間
で
意

見
の
一
致
す
ら
な
く
、
こ
の
行
動
主
義
的
決
定
論
の
思
想
は
、
異
論
の
余
地
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
思
想
が
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
意

思
を
否
定
し
、
個
人
の
自
由
の
原
理
を
排
除
す
る
限
り
で
、
特
に
危
険
で
も
あ
る
と
さ
れ
、
正
式
に
有
罪
判
決
を
受
け
そ
の
刑
を
満
了
し
た
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者
の
自
由
が
、
対
象
者
に
あ
ら
か
じ
め
そ
の
自
由
剥
奪
期
間
が
知
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
精
神
科
医
の
評
価
に
依
存
し
続
け
る
こ
と
は
法
治

国
家
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
上
で
、
保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
か
つ
急
務
と
さ
れ
て
い
る
。

二

保
安
監
置
に
関
す
る
意
見
書

１

拘
禁
施
設
総
監
督
官
に
よ
る
保
安
監
置
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
四
年
二
月
六
日
の
意
見
書15

）

拘
禁
施
設
総
監
督
官
（C

o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e

16
）

lib
erte

）
に
よ
る
保
安
監
置
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
四

年
二
月
六
日
の
意
見
書17

）は
、
拘
禁
施
設
総
監
督
官
が
二
〇
一
三
年
一
〇
月
九
日
か
ら
一
一
日
に
か
け
て
行
っ
た
、F

resn
es

社
会
的
医
療
的

司
法
的
保
安
セ
ン
タ
ー
の
視
察
の
内
容
を
ま
と
め
た
報
告
書
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
基
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
意
見
書
で
は
、
ま
ず
冒
頭
で
、
拘
禁
施
設
総
監
督
官
の
職
務
は
、
監
置
対
象
者
の
収
容
さ
れ
る
社
会
的
医
療
的
司
法
的
保
安
セ
ン
タ
ー

の
状
態
、
組
織
及
び
機
能
に
対
す
る
評
価
、
並
び
に
、
彼
ら
の
基
本
的
権
利
に
対
す
る
侵
害
の
予
防
で
あ
り
、
保
安
監
置
導
入
時
の
議
論
を

再
燃
さ
せ
る
こ
と
は
、
拘
禁
施
設
総
監
督
官
の
権
限
に
属
さ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
前
提
の
下
、
本
意
見
書
は
、
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
が
半
数
の
事
案
で
保
安
監
置
不
適
と
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
、
対
象

者
が
保
安
監
置
に
付
さ
れ
る
期
間
が
短
期
で
あ
る
こ
と
、
セ
ン
タ
ー
内
で
の
ケ
ア
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
等
を
指
摘
す
る
。
併
せ

て
、
保
安
監
視
上
の
義
務
違
反
に
よ
る
保
安
監
置
の
問
題
性
、
即
ち
、
こ
の
手
法
が
憲
法
院
の
否
定
し
た
保
安
監
置
の
遡
及
適
用18

）を
事
実
上

認
め
る
こ
と
に
な
る
点
、
及
び
、
保
安
監
視
上
の
義
務
違
反
を
根
拠
に
保
安
監
置
の
前
提
と
な
る
「
危
険
性19

）」
が
肯
定
さ
れ
る
点
が
論
難
さ

れ
る20

）。
上
述
の
検
証
の
後
、
拘
禁
施
設
総
監
督
官
は
、
保
安
監
置
の
運
用
に
際
し
て
、
目
下
、
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
①
適
用
さ
れ
る
制
度
の
性

質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
②
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
ケ
ア
の
拡
充
、
及
び
、
③
保
安
監
視
上
の
義
務
違
反
に
起
因
す
る
保
安
監
置
の
妥
当
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性
に
関
す
る
省
察
、
以
上
の
三
点
で
あ
る
と
し
て
、
報
告
書
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

２

全
国
人
権
諮
問
委
員
会
に
よ
る
二
〇
一
四
年
三
月
二
七
日
の
意
見
書21

）

全
国
人
権
諮
問
委
員
会
（C

o
m
m
issio

n n
a
tio
n
a
le co

n
su
lta
tiv
e d

es d
ro
its d

e

22
）

l’h
o
m
m
e

）
が
二
〇
一
四
年
三
月
二
七
日
に
発
表

し
た
本
意
見
書
は
、
保
安
監
置
そ
れ
自
体
を
取
り
上
げ
て
検
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
に
「
刑
の
個
別
化
に
関
す
る
、
ま
た
、
刑
事
制
裁

の
有
効
性
を
強
化
す
る
二
〇
一
四
年
八
月
一
五
日
の
法
律23

）」
と
な
る
法
案
に
関
し
て
コ
メ
ン
ト
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
人
権
諮
問
委
員
会
は
、
本
意
見
書
の
中
で
、
同
法
案
が
保
安
監
置
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
点
に
つ
い

て
論
難
し
、
保
安
監
置
の
問
題
性
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

全
国
人
権
諮
問
委
員
会
は
、
同
様
に
、
本
法
案
の
中
に
、
危
険
性
と
い
う
曖
昧
な
概
念
に
基
づ
く
『
刑
罰
の
後
の
刑
罰
（p

ein
e
 
a
p
res

 
la
 
p
ein
e

）』
で
あ
る
、
保
安
監
置
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
き
わ
め
て
遺
憾
に
思
う
。
当
委
員
会
は
、
明
白
な
犯
罪
実
行
と
自
由
剥
奪

と
の
因
果
関
係
を
断
ち
切
る
こ
の
措
置
に
断
固
反
対
す
る
立
場
を
繰
り
返
し
表
明
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い24

）。
定
義
上
不
確
か
な
危
険
性
判

断
及
び
累
犯
性
判
断
に
基
づ
い
て
、
あ
る
者
か
ら
潜
在
的
に
無
期
限
の
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
【
非
人

道
的
な
待
遇
ま
た
は
刑
罰
の
禁
止
】
及
び
第
七
条
【
刑
法
の
遡
及
適
用
禁
止
】
に
違
反
し
う
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
国
連
拷
問
禁
止
委
員

会
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
、
客
観
的
に
定
義
可
能
か
つ
予
見
可
能
な
物
的
要
素
の
欠
如
、
及
び
、
犯
罪
と
当
該
制
裁
と
の
因
果
関
係
の
欠

如
の
故
に
、
刑
法
に
お
け
る
法
定
性
と
い
う
基
本
原
理
と
一
見
明
白
に
抵
触
し
て
い
る
、
保
安
監
置
の
廃
止
を
要
求
し
た25

）。
時
間
的
な
い
か

な
る
制
限
も
も
た
な
い
こ
の
措
置
は
、
同
様
に
、
拷
問
及
び
他
の
残
虐
、
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
り
扱
い
ま
た
は
刑
罰
に
関

す
る
条
約
（C

o
n
v
en
tio
n co

n
tre la to

rtu
re et a

u
tres p

ein
es o

u tra
item

en
ts cru

els,
in
h
u
m
a
in
s o
u d

eg
ra
d
a
n
ts

）
第
一
六

条26
）と

の
関
係
で
問
題
を
提
起
し
う
る
。
ご
く
最
近
、
拘
禁
施
設
総
監
督
官
も
ま
た
、
刑
法
を
指
導
す
る
諸
原
理
に
鑑
み
、
保
安
監
置
の
妥
当

性
に
関
し
て
熟
考
を
始
め
る
よ
う
促
し
た27

）」。
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以
上
の
よ
う
に
保
安
監
置
制
度
を
批
判
し
た
上
で
、
全
国
人
権
諮
問
委
員
会
は
、

こ
れ
ま
で
複
数
回
に
わ
た
り
強
調
し
て
き
た
保
安
監

置
に
対
す
る
敵
意
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
成
人
に
つ
い
て
も
少
年
に
つ
い
て
も
同
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る28

）」
と
し
て
い
る
。

結
論

保
安
監
置
の
ゆ
く
え

以
上
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
安
監
置
に
関
す
る
近
時
の
動
向
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
件
数
は
少
な
い
な
が
ら
実
際
の
運
用
が
始
ま
っ

た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
理
論
的
な
批
判
に
加
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
際
上
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
司
法
監
視
上
の
義
務
を
保
安
監
視
に
よ
っ
て
延
長
し
た
上
で
、
保
安
監
視
上
の
義
務
違
反
を
根
拠
に
保
安
監
置
を
適
用
す
る
と

い
う
手
法
に
対
し
て
は
、
従
来
、
保
安
監
置
の
遡
及
適
用
を
否
定
し
た
憲
法
院
裁
決
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
も
の
で
、
事
実
上
の
遡
及
適
用
に

他
な
ら
な
い
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
時
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
保
安
監
置
が
単
な
る
保
安
監
視
上
の
義
務
違
反
の

制
裁
と
化
し
て
い
る
と
す
る
指
摘
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

や
は
り
、
保
安
監
置
の
現
場
が
視
察
さ
れ
る
こ
と
で
、
実
際
の
運
用
上
の
問
題
が
具
体
的
に
意
識
さ
れ
る
に
よ
う
に
な
り
、
保
安
監
置
を

め
ぐ
る
議
論
状
況
に
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
視
点
が
加
わ
る
に
至
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
収
容
期
間
の
短
さ
や
対
象
者
の
少
な
さ

と
累
犯
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
不
全
と
の
関
係
等
、
従
来
と
は
異
な
る
分
析
視
角
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
相
ま
っ
て
、
全
体
と

し
て
保
安
監
置
制
度
に
否
定
的
な
流
れ
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
家
機
関
が
発
す
る
意
見
書
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
保
安
監
置
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
大
き
な
意

味
を
も
つ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
き
と
し
て
、
廃
止
ま
で
勧
告
さ
れ
る
状
況
に
至
っ
て
は
、
政
府
も
こ
れ
を
無
視
し
続
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
早
い
段
階
か
ら
、F

ra
n
ço
is H

O
L
L
A
N
D

大
統
領
及
びC

h
iristia

n
e T

A
U
B
IR
A

司
法
大
臣
・
国
璽
尚
書
が

保
安
監
置
の
廃
止
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
も
併
せ
考
え
る
と
、
保
安
監
置
の
廃
止
を
内
容
と
す
る
法
案
が
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
る
気
運
が
高
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ま
り
つ
つ
あ
る
と
の
見
方
も
で
き
よ
う
。

【
資
料
】
拘
禁
施
設
総
監
督
官
に
よ
る
保
安
監
置
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
四
年
二
月
六
日
の
意
見
書
を
参
考
資
料
と
し
て
掲
げ
る
。

拘
禁
施
設
総
監
督
官
（C

o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte)

保
安
監
置
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
四
年
二
月
六
日
の
意
見
書
（A

v
is d

u 6 fev
rier 2014 rela

tif a
la m

ise en
 

œ
u
v
re d

e la reten
tio
n d

e su
rete

）

N
O
R
:
C
P
L
X
1404120V

１

.

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
の
法
律
に
よ
っ
て
拡
充
さ
れ
る
）
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
刑

法
領
域
に
保
安
監
置
と
命
名
さ
れ
る
新
た
な
保
安
処
分
が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
展
開
さ
れ
た
議
論
を
再
開
す
る
こ
と
は
、
拘
禁
施
設

総
監
督
官
の
権
限
に
は
属
さ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
そ
の
よ
う
な
措
置
の
対
象
と
な
る
者
が
収
容
さ
れ
る
、

社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ

ン
タ
ー
」
の
状
態
、
組
織
及
び
機
能
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
は
、
総
監
督
官
の
権
限
に
属
す
る
。
実
際
、
司
法
官
憲
の
決
定
は
、
こ
れ
ら

の
者
か
ら
そ
の
自
由
を
剥
奪
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
｜
前
科
及
び
彼
ら
の
将
来
が
孕
む
推
測
上
の
危
険

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
｜
彼
ら
の
基
本
的
権
利
に
対
す
る
侵
害
の
予
防
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
総
監
督
官
の
活
動
に
属
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
次
第
で
、
拘
禁
施
設
総
監
督
官
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
九
日
、
一
〇
日
及
び
一
一
日
に
、F

resn
es

国
立
保
健
公
施
設

（l’eta
b
lissem

en
t p
u
b
lic n

a
tio
n
a
l d
e sa

n
te
d
e F

resn
es

）（V
a
l-d
e-M

a
rn
e

県
）
内
に
設
置
さ
れ
た
、
社
会
的
医
療
的
司
法
的
保
安

セ
ン
タ
ー
の
視
察
を
実
施
し
た
。
こ
の
視
察
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
部
第
一
四
編
第
三
章
（
第
七
〇
六

五
三

一
三
条
以
下
）、
及
び
、
同

第
五
部
第
二
編
第
二
章
（
第
九
節
）

特
に
第
七
二
三

三
七
条
）
の
相
乗
的
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
当
該
施
設
に
収
容
さ
れ
た
二
名
の
状
況
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に
つ
き
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
三
〇
日
の
法
律
第
六
条
に
従
っ
て
付
託
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

２

.

当
該
視
察
は
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
文
面
が
施
設
長
、
国
立
保
健
公
施
設
長
に
伝
え
ら
れ
た
。
本
意
見
書
は
、
こ
の
報
告
書

及
び
そ
れ
に
対
す
る
回
答
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
。
本
意
見
書
は
、
公
表
前
に
、
二
〇
一
四
年
二
月
六
日
付
け
の
書
簡
で
、
国
璽
尚
書
・

司
法
大
臣
、
及
び
、
社
会
問
題
・
厚
生
大
臣
に
知
ら
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
の
大
臣
も
こ
れ
に
対
す
る
所
見
を
表
明
し
な
か
っ
た
。

３

.

保
安
監
置
が
実
施
さ
れ
る
条
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
つ
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
は
、
目
下
こ
の
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
る

人
々
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、
彼
ら
が
受
け
る
ケ
ア
の
条
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

４

.

二
〇
〇
二
年
二
月
二
五
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
非
常
に
重
大
な
重
罪
に
つ
き
一
五
年
以
上
の
懲
役
を
宣
告
さ
れ
、
刑
罰
の
執
行
終
了

時
に
特
別
な
危
険
性
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
者
は
、
保
安
監
置
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
院
は
、

そ
の
自
由
剥
奪
的
性
質
、
自
由
剥
奪
の
期
間
、
無
制
限
の
更
新
可
能
性
、
及
び
、
こ
の
措
置
が
裁
判
所

に
よ
る
有
罪
宣
告
後
に
宣
告
さ
れ
る
点
に
鑑
み
て
」

憲
法
院
二
〇
〇
八
年
二
月
二
一
日
裁
決
第
二
〇
〇
八

五
六
二
号
Ｄ
Ｃ
、
理
由
第
一

〇
）、
こ
の
特
別
な
保
安
処
分
の
あ
ら
ゆ
る
遡
及
的
性
格
に
異
議
を
唱
え
た
。
そ
の
結
果
、
重
罪
法
院
に
よ
っ
て
有
罪
が
宣
告
さ
れ
、
そ
の

判
決
で
監
置
が
あ
り
う
る
旨
言
及
さ
れ
た
者
は
、
刑
罰
の
終
了
が
ま
だ
ま
だ
先
で
あ
る
以
上
（
即
ち
、
少
な
く
と
も
法
律
の
審
署
後
一
五
年
。

も
っ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
う
る
が
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
刑
の
短
縮
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、

何
人
も
社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ
ン
タ
ー
へ
入
所
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

５

.

二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の
間
に
四
名
が
保
安
監
置
に
付
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
注
釈
者
が
指
摘
し
た
よ
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う
に
、
保
安
監
置
に
付
さ
れ
う
る
者
に
は
も
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
先
に
言
及
さ
れ
た
重
罪
と
同
じ
性
質
の
重
罪
に

つ
き
重
罪
法
院
に
よ
っ
て
一
五
年
以
上
の
懲
役
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
が
、
保
安
監
置
の
予
告
を
受
け
て
い
な
い
者
で
、
司
法
監
視
（
刑
事

訴
訟
法
第
七
二
三

二
九
条
）
の
制
度
に
服
し
、
保
安
監
視
に
よ
っ
て
そ
れ
が
延
長
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
保
安
監
視
上
の
義
務
に

違
反
し
た
者
（
同
第
七
二
三

三
七
条
）
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

二
〇
〇
八
年
法
以
来
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
の
法
律
（
第
四

Ⅱ
条
。
本
法
は
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
な
か
っ

た
）
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

視
察
の
日
ま
で
に
）
四
名
がF

resn
es

社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
は
こ
の
連
鎖
の
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
最
初
の
者
が
入
所
し
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
三
日
で
あ
り
、
最
後
の
者
が
退

所
し
た
の
は
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
四
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
入
所
者
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
を
入
所
さ
せ
た

原
因
の
連
鎖
が
問
議
さ
れ
る
こ
と
は
何
ら
妨
げ
ら
れ
な
い
。

６

.

上
記
四
名
は
皆
、
第
七
二
三

三
七
条
の
仕
組
み
に
従
っ
て
、
彼
ら
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
義
務
に
違
反
し
た
た
め
に
収
容
さ
れ
た
者

で
あ
る
。
即
ち
、

｜
第
一
の
者
は
、
精
神
医
学
的
治
療
を
受
診
す
る
義
務
、
及
び
、
特
定
の
場
所
に
居
所
を
定
め
る
義
務
の
違
反
、

｜
第
二
の
者
は
、
彼
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
禁
止
さ
れ
て
い
る
、
酒
類
提
供
店
へ
頻
繁
に
出
入
り
し
た
こ
と
、
及
び
、
未
成
年
者
を
受
け
入

れ
る
場
所
に
出
没
し
た
こ
と
、

｜
第
三
の
者
は
、
度
重
な
る
治
療
義
務
違
反
、

｜
最
後
の
者
も
、
結
局
、
類
似
の
理
由
に
よ
っ
て
、
収
容
さ
れ
た
。

最
後
の
事
案
は
、
特
殊
で
あ
る
。
実
際
、
保
安
監
視
及
び
保
安
監
置
に
導
く
第
七
二
三

三
七
条
の
仕
組
み
は
、
一
五
年
以
上
の
懲
役
刑

の
宣
告
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
最
後
の
者
は
、
一
〇
年
の
懲
役
刑
の
対
象
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
八
月
二
四
日
に
誤
っ
て
保
安
監
置
に
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付
さ
れ
た
こ
の
対
象
者
は
、
こ
の
収
容
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
二
日
の
管
轄
裁
判
所
に
よ
る
決
定
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
不
法
な
自
由
剥
奪
は
八
八
日
間
に
及
ん
だ
。

他
の
三
人
の
状
況
は
、
と
り
わ
け
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
第
五
条
（
自
由
と
安
全
の
権
利
）
及
び

第
七
条
（
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
）
に
含
ま
れ
る
、
刑
罰
法
規
を
規
制
す
る
基
本
原
理
に
合
致
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
彼
ら
の
収
容
が
司
法
監
視
を
原
因
と
す
る
も
の
で
、
司
法
監
視
が
保
安
監
視
に
よ
っ
て
延
長
さ
れ
、
保
安
監
視
上
の
義
務
が
遵
守

さ
れ
な
か
っ
た
が
故
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。

７

.

周
知
の
通
り
、
憲
法
院
は
、
保
安
監
置
が
刑
法
典
の
意
味
に
お
け
る
刑
罰
で
は
な
い
と
判
示
し
た
（
上
記
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
〇
八

五
六
二
号
Ｄ
Ｃ
理
由
第
九
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
六
六
条
第
一
項
に
相
当
す
る
措
置
に
つ
き
、
こ
れ
と
は
反

対
の
見
解
を
取
っ
て
い
る
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
第
五
部
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
七
日
判
決
、n

°
19359 /04,

133

（
M.
対
ド
イ
ツ
事

件
）。
な
お
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
四
日
の
同
趣
旨
の
二
判
決
も
参
照
せ
よ
）。

８

.

二
〇
〇
八
年
以
降
、
保
安
監
視
上
の
義
務
違
反
の
結
果
、
保
安
監
置
が
適
用
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
外
形
上
、
遡
及
効
は
存
在
し

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
即
ち
、
｜
憲
法
院
が
認
め
た
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
既
に
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
適
用
可
能
で
あ
る
｜
そ
の
よ
う
な

保
安
処
分
に
付
さ
れ
た
者
は
、
当
該
措
置
の
開
始
時
点
で
、
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
保
安
監
置
の
制
度
下
に
置
か
れ
う
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
処
罰
的
側
面
と
予
防
的
側
面
は
、
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
方
で
は
、
保
安
監
置
の
特
性
の

故
に
、
と
り
わ
け
、
検
討
対
象
の
事
例
に
お
い
て
は
、
処
罰
的
措
置
、
非
自
由
剥
奪
的
な
予
防
的
措
置
、
及
び
、
自
由
剥
奪
的
な
措
置
の
重

畳
の
故
に
、
両
者
は
密
接
不
可
分
で
あ
る
。
実
際
、
当
該
事
例
は
、
以
下
の
条
件
に
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
七
二
三

三
七

条
）。
即
ち
、
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｜
保
安
監
置
が
命
じ
ら
れ
う
る
理
由
の
一
つ
に
つ
き
、
一
五
年
以
上
の
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
た
こ
と
、

｜
刑
の
終
了
時
、
司
法
監
視
に
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

｜
司
法
監
視
の
後
に
、
保
安
監
置
判
事
に
よ
っ
て
、
更
新
可
能
な
二
年
間
、
保
安
監
視
に
付
さ
れ
た
こ
と
、

｜
保
安
監
視
上
の
義
務
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
保
安
監
置
判
事
に
よ
っ
て
、
保
安
監
置
に
付
さ
れ
る
。

９

.

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
不
連
続
性
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
有
罪
宣
告
の
際
、
ど
の
判
事
も
、

こ
こ
で
我
々
が
注
目
す
る
者
に
対
し
て
、
存
在
し
な
い
保
安
監
視
制
度
の
適
用
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
措
置
が
、
司
法

監
視
（
第
七
二
三

二
九
条
）
に
服
す
る
全
て
の
者
を
対
象
と
し
う
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
者
の
内
、
人
身
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
に

つ
い
て
最
も
重
い
刑
で
処
罰
さ
れ
た
被
有
罪
宣
告
者
の
み
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
そ
の
上
、
保
安
処
分
上
の
義
務
違
反
の
み
で
、
保

安
監
置
と
同
じ
重
さ
の
「
刑
罰
」
を
科
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
対
象
者
は
、
さ
ら
に
、
重
大
な
重
罪
に
つ
き
有
罪
宣

告
を
受
け
、
こ
の
た
め
に
、
危
険
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
保
安
監
置
に
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
収
容
は
、

対
象
者
の
有
罪
宣
告
時
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
が
判
示
す
る
よ
う
に
（
一
九
八
二
年
六
月
二
四
日
、

V
a
n D

ro
o
g
en
b
ro
eck

対
ベ
ル
ギ
ー
事
件
、

35,
A
,
n
°
50

参
照
）、
各
段
階
は
、
先
の
段
階
に
「
続
い
て
そ
の
結
果
と
し
て
」
生
じ
た
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
初
の
有
罪
宣
告
の
後
、
年
々
積
み
上
げ
ら
れ
た
構
築
物
に
応
じ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の

裁
判
所
は
さ
ら
に
付
け
加
え
る
。
即
ち
、

当
裁
判
所
は
、
終
局
的
な
刑
罰
の
宣
告
後
ま
た
は
刑
罰
の
執
行
中
に
、
立
法
者
、
行
政
官
憲
ま

た
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
ら
れ
る
措
置
が
、
そ
れ
を
宣
告
し
た
判
事
に
よ
っ
て
科
さ
れ
る
刑
罰
の
射
程
を
再
定
義
し
ま
た
は
修
正
す
る
に
至

り
う
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
」
が
、
当
該
措
置
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
遡
及
的
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判

所
大
法
廷
二
〇
一
三
年
一
〇
月
二
一
日
判
決
、D

el R
o P

ra
d
a

対
ス
ペ
イ
ン
事
件
、

89,
n
°
42750 /09

）。
従
っ
て
、
正
当
に
も
、
保
安

監
置
に
導
く
理
由
、
及
び
、
保
安
監
置
の
時
間
的
適
用
、
そ
れ
故
、
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
に
鑑
み
、

（法政研究81-４- ）16 562

論 説



こ
れ
ら
の
収
容
が
介
在
す
る
条
件
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
同
時
に
問
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

10

.

こ
の
問
い
は
、
同
様
に
、
き
わ
め
て
実
践
的
な
側
面
も
有
し
て
い
る
。
保
安
監
置
は
、
そ
の
者
か
ら
社
会
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
危
険
な
者
に
適
用
さ
れ
る
。
保
安
監
視
に
伴
う
義
務
の
不
遵
守
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
決
し

て
な
い
。
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
施
設
の
視
察
時
に
会
っ
た
二
名
は
、
そ
の
例
証
で
あ
る
。
そ
の
内
の
一
名
は
、

彼
の
心
性
に

結
び
つ
い
た
理
由
か
ら
）
自
分
の
適
所
は
保
安
監
置
で
あ
る
と
自
ら
考
え
て
、
わ
ざ
と
保
安
監
視
上
の
義
務
に
違
反
し
た
も
の
で
あ
る
。
も

う
一
名
の
理
解
力
は
、
間
違
い
な
く
自
己
に
課
さ
れ
た
強
制
の
射
程
を
十
分
に
評
価
し
き
れ
な
い
程
度
で
あ
っ
た
。
自
己
評
価
の
欠
如
と
限

定
さ
れ
た
知
的
能
力
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
保
安
監
視
決
定
の
原
因
と
見
な
さ
れ
る
、

危
険
（d

a
n
g
ero

site

）」

こ
の
言
葉
の
使
用
に
対
し

て
な
さ
れ
る
批
判
に
つ
い
て
は
、L

e ra
p
p
o
rt a

n
n
u
el d

u co
n
tro
le g

en
era

l p
o
u
r 2011,

p
p
.62

を
参
照
せ
よ
）
状
態
の
発
現
、
さ
ら

に
ま
た
そ
の
悪
化
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
保
安
監
置
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

保
安
監
置
に
付
さ
れ
た
四
人
に
関
し
て
、

保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
（co

m
m
issio

n
 
p
lu
rid
iscip

lin
a
ire d

es m
esu

res d
e su

re-

te

）」

刑
事
訴
訟
法
第
七
六
三

一
〇
条
）
は
、
そ
の
意
見
が
あ
ら
ゆ
る
収
容
の
前
に
必
要
的
に
要
求
さ
れ
る
の
だ
が
、
収
容
の
見
通
し
に

関
し
て
、
そ
の
半
数
に
お
い
て
不
適
と
判
断
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
保
安
監
置
の
収
容
期
間
が
そ
れ
ぞ
れ

四
一
日
（
二
度
）、
八
六
日
及
び
八
八
日
で
あ
っ
た
こ
と
、
い
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
期
間
で
は
、
収
容
前
に
確
認
さ
れ
た
彼
ら
の
状
態
の
改

善
を
期
待
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
当
初
の
確
認
が
疑
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

11

.
し
か
し
、
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
保
安
監
置
に
付
さ
れ
る
原
理
及
び
実
務
の
み
で
は
な
い
。

12

.

二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
に
お
い
て
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
確
で
あ
る
。
即
ち
、
保
安
監
置
は
、
社
会
的
医
療
的
司

（81-４- ）563 17
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法
的
セ
ン
タ
ー
へ
の
収
容
と
い
う
形
態
を
取
り
、
そ
こ
で
は
対
象
者
に
「
こ
の
措
置
の
終
了
を
可
能
に
す
る
た
め
医
療
的
、
社
会
的
、
心
理

学
的
ケ
ア
」
が
提
供
さ
れ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
保
安
監
置
は
、
永
続
的
な
自
由
剥
奪
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
対
象
者
の
危
険

性
除
去
に
向
け
ら
れ
た
進
歩
の
道
具
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ
ン
タ
ー
は
、
養
老
院
で
は
な
く
、
治
療
手
段
で
あ
り
、

従
っ
て
、
再
社
会
化
の
手
段
で
あ
る
。

当
事
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
当
該
措
置
の
解
除
請
求
を
別
に
し
て
）
年
に
一
度
、
そ
こ
に
収
容

さ
れ
て
い
る
者
の
状
況
が
再
検
査
さ
れ
る
の
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。

13

.

二
〇
〇
八
年
一
一
月
六
日
か
ら
始
ま
るF

resn
es

社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ
ン
タ
ー
は
、F

resn
es

国
立
公
衆
衛
生
公
施
設

（E
ta
b
lissem

en
t p
u
b
lic n

a
tio
n
a
l d
e sa

n
te
p
u
b
liq
u
e d
e F

resn
es:

E
P
S
N
F

）
の
一
階
の
一
部
と
（
階
段
で
結
ば
れ
た
）
四
階
を
占

め
て
い
る
。E

P
S
N
F

は
、F

resn
es

行
刑
セ
ン
タ
ー
と
物
理
的
に
は
近
接
し
て
い
る
が
独
立
し
て
お
り
、
両
者
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
一
階
は
、
手
続
（
文
書
課
）、
面
会
、
接
見
及
び
遊
歩
道
に
、
四
階
は
、
収
容
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
四
階
に
は
、
入
口
ホ
ー
ル

の
両
側
に
廊
下
が
二
つ
、
一
方
に
は
個
室
の
ス
テ
ュ
デ
ィ
オ
が
六
戸
、
他
方
に
は
四
戸
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
区
域
は
扉
を
閉
じ
る
こ
と
に

よ
っ
て
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
総
監
督
官
は
、
収
容
の
物
理
的
条
件
は
完
全
に
満
足
が
い
く
と
評
価
し
た
。

14

.

第
一
の
困
難
は
、
適
用
さ
れ
る
制
度
の
定
義
に
存
す
る
。
周
知
の
通
り
、
保
安
上
の
措
置
が
命
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
（
セ
ン
タ
ー

は
刑
務
所
で
は
な
く
）
行
刑
制
度
は
問
題
と
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
行
刑
職
員
は
（
そ
の
上
、
挿
話
的
に
は
、
恒
常

的
な
入
所
者
も
い
な
い
以
上
）、
実
際
に
は
、
両
制
度
を
同
一
視
す
る
に
至
る
。
刑
事
訴
訟
法
第
R.
五
三

八

七
八
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
内
部
規
則
は
、
そ
の
附
則
第
二
に
お
い
て
、
被
監
置
者
に
い
く
つ
か
の
物
を
禁
止
し
て
お
り
、
そ
の
対
象
は
、
セ
ル
電
話
を
含
む
、
拘
禁

中
の
禁
止
物
と
完
全
に
同
視
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
被
監
置
者
は
、
任
意
の
者
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
（
刑
事
訴
訟
法
第
R.
五
三

八

六
八
条
第
七
号
）、
追
加
的
な
制
限
は
全
て
規
定
に
従
っ
て
保
安
的
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ン
セ
イ
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ユ
・
デ
タ
は
、
根
拠
の
な
い
制
限
は
｜
精
確
に
は
電
話
に
関
し
て
｜
無
権
限
で
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
（6/1,

21 o
cto

b
re 2011,

S
ec-

tio
n fra

n
ça
ise d

e l’o
b
serv

a
to
ire in

tern
a
tio
n
a
l d
es p

riso
n
s,
n
°
332 707,

C
.
R
o
g
er-L

a
ca
n
,
ra
p
p
.
p
u
b
l.

）。
そ
の
上
、
あ
ま

り
に
も
多
く
の
行
刑
施
設
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
散
歩
用
の
庭
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
衛
生
器
具
ま
た
は
運
動
用
具
が
欠
如
し
て
お
り
、
そ
こ

に
ア
ク
セ
ス
す
る
機
会
に
つ
い
て
も
柔
軟
性
が
欠
け
て
い
る
。
保
健
衛
生
上
の
外
部
引
致
（ex

tra
ctio

n
s sa

n
ita
ires

）
は
、
受
刑
中
と

同
様
の
態
様
で
（
治
療
中
、
監
視
者
が
立
ち
会
う
）、
即
ち
、
適
用
さ
れ
る
諸
原
則
を
無
視
し
て
行
わ
れ
る
。
懲
戒
措
置
に
つ
い
て
は
、
そ

の
性
質
及
び
可
能
な
異
議
申
立
て
の
期
間
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
（
と
り
わ
け
、
保
安
監
置
に
お
い
て
、
必
要
的
な
事
前
の
行
政
不
服
申
立

て
は
存
在
し
な
い
）。
夜
間
巡
回
は
二
時
間
お
き
に
行
わ
れ
、
し
ば
し
ば
入
所
者
を
目
覚
め
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
最
後
に
、
実
施
さ
れ
る
検
査
・
捜
索
の
問
題
、
及
び
、
暴
動
時
に
取
る
べ
き
措
置
の
問
題
（
R.
五
三

八

七
二
条
は
、
善
良
な
秩
序

が
危
殆
化
さ
れ
る
場
合
、

適
切
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
」
と
の
み
規
定
す
る
）
は
、
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
よ
り
曖
昧
で
あ
る
と

い
う
留
保
は
つ
く
も
の
の
、
多
く
の
要
素
が
行
刑
施
設
か
ら
模
倣
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
行
刑
施
設
は
、
被
拘
禁
者
の
責
任
を
第
一

義
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
次
の
状
況
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
。
即
ち
、
刑
事
訴
訟
法
第
R.
五
三

八

七
六
条
は
、

そ
の
法
律
の
趣
旨
に
お
い
て
、F
resn

es

の
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
、
行
刑
機
関
の
長
と
病
院
長
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
共
同
責
任
を
規
定
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
し
か
存
在
し
な
い
。E

P
S
N
F

の
病
院
長
が
社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ
ン
タ
ー
の
長
も
兼
ね
る
と
い
う
こ
と

がP
a
u
l G

u
ira
u
d

病
院
と
の
協
定
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ポ
ス
ト
は
、
長
い
間
、
空
席
の
ま
ま
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
保
安
監
視
の
間
に
当
事
者
に
課
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
強
制
は
保
安
監
置
の
間
も
延
長
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
総
監
督
官
に
よ
っ
て

確
認
さ
れ
た
。
即
ち
、
と
り
わ
け
、
面
会
の
制
限
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
保
安
監
視
の
制
度
は
、
保
安
監
置
に
固
有
の
い
か
な
る
措

置
も
根
拠
づ
け
え
な
い
。
即
ち
、
保
安
監
置
の
善
良
な
秩
序
に
必
要
な
措
置
の
み
が
取
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

15

.

第
二
の
困
難
は
、
ケ
ア
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
目
標
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
点
で
、
保
安
監
置
の
射
程
を
変
質
さ
せ
る
。
ま
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ず
、
被
監
置
者
の
不
活
動
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
活
動
の
た
め
に
何
も
編
成
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
視
察
の
際
、
い

か
な
る
教
育
計
画
、
職
業
活
動
、
ま
た
い
か
な
る
野
外
活
動
も
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
（

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
た
」
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
）
情
報
処
理
室
の
み
が
利
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
に
お
い
て
、
視
察
時
に
い
た
二
名
は
い
ず
れ
も
、
総
監
督
官
に

対
し
て
、
自
ら
の
抱
く
強
い
孤
独
感
、
憂
鬱
感
、
孤
立
感
を
訴
え
た
。
次
に
、
心
理
医
学
的
ケ
ア
は
、
被
監
置
者
がE

P
S
N
F

に
よ
る
治

療
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
（
し
か
し
、
こ
の
施
設
へ
の
入
院
は
、
当
該
施
設
が
被
監
置
者
で
は
な
い
被
収
監
者
専
用
で

あ
る
た
め
、
異
論
も
多
い
）、
身
体
の
レ
ベ
ル
で
は
満
足
で
き
る
。
心
理
医
学
的
ケ
ア
は
、
精
神
医
学
に
関
し
て
、
一
見
す
る
と
満
足
が
い

く
。
と
い
う
の
も
、
二
〇
〇
九
年
五
月
二
八
日
に
三
年
間
締
結
さ
れ
、
契
約
変
更
に
よ
っ
て
延
長
さ
れ
た
協
定
の
適
用
に
よ
り
、V

illeju
if

のP
a
u
l G

u
ira
u
d

病
院
グ
ル
ー
プ
が
医
療
関
係
者
及
び
質
の
高
い
看
護
人
（
そ
れ
ぞ
れ
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
〇
・
四
人
及
び
四
人
）
を

F
resn

es

の
セ
ン
タ
ー
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
ま
で
、
被
監
置
者
の
数
が
少
な
か
っ
た
た

め
、
本
質
的
に
集
団
セ
ラ
ピ
ー
に
依
拠
す
る
、
治
療
的
ケ
ア
の
医
療
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
医
師
は
、
被
監
置
者
が

F
resn

es

行
刑
セ
ン
タ
ー
の
精
神
医
学
ユ
ニ
ッ
ト
（U

P
H

）
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
性
犯
罪
者
の
た
め
に
編
成
さ
れ
た
セ
ラ
ピ
ー
グ
ル
ー
プ

に
加
わ
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
行
刑
当
局
が
こ
れ
に
反
対
し
た
。
い
か
な
る
法
文
も
こ
の
方
法
を
容
認
し
て
お
ら
ず
、
推
奨
さ
れ
る
解
決
、

即
ち
、
被
監
置
者
がU

P
H

に
加
わ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
行
刑
職
員
の
随
行
の
下
で
外
出
を
許
可
す
る
と
い
う
解
決
は
、
視
察
時

に
は
実
効
的
で
な
か
っ
た
。
現
実
に
は
、
当
時
監
置
さ
れ
て
い
た
二
名
は
、
か
く
し
て
本
来
の
心
理
医
学
的
ケ
ア
も
、F

resn
es

行
刑
セ
ン

タ
ー
の
被
拘
禁
者
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
ケ
ア
も
享
受
し
て
い
な
か
っ
た
。
両
名
は
、
精
神
科
医
の
定
期
診
療
（
原
則
と
し
て
、
週
に
一

度
）、
及
び
、
看
護
師
と
の
面
談
（
週
に
一
度
。
最
初
の
被
監
置
者
の
よ
う
に
二
度
で
は
な
い
。）
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
が
、
い
ず

れ
も
本
来
的
な
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
四
名
の
被
監
置
者
の
い
ず
れ
も
、
外
出
時
に
、
性
犯
罪
者
に
開

か
れ
た
特
別
な
監
視
の
恩
恵
を
受
け
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
社
会
的
ケ
ア
は
、
も
っ
ぱ
らE

P
S
N
F

の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
の
個
人

的
な
契
約
の
お
か
げ
で
｜
見
事
に
｜
保
障
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
任
務
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
条
件
の
下
で
、

（法政研究81-４- ）20 566
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立
法
者
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
社
会
的
医
療
的
司
法
的
「
ケ
ア
」
の
実
現
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
。

16

.

原
理
の
不
確
実
性
と
ケ
ア
の
脆
弱
さ
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
即
ち
、
ケ
ア
が
有
効
で
な
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
対
象
者
の
状
態
が
好
転

す
る
理
由
が
な
い
以
上
、
滞
在
期
間
は
長
期
化
す
る
危
険
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
脆
い
根
拠
に
基
づ
く
保
安
監
置
が
延
長

さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
法
律
の
規
定
に
反
し
て
そ
の
措
置
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
保
安
監
置
の
維
持
は
基
本
権
上
の
問

題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
〇
一
一
年
以
来
、
命
じ
ら
れ
た
四
件
の
収
容
が
短
期
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
導
く
要
件
が
充

足
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
裁
判
所
の
自
覚
に
の
み
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

17

.

従
っ
て
、
保
安
監
置
の
実
施
に
つ
き
、
目
下
、
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

｜
一
方
で
、

被
拘
禁
者
（p

erso
n
n
es d

eten
u
es

）」
と
「
被
保
安
監
置
者
（p

erso
n
n
es en reten

tio
n d

e su
rete

）」
の
区
別
を
維

持
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
が
（
前
者
に
開
か
れ
た
場
所
は
原
則
と
し
て
後
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
逆
も
そ
う
で
あ

る
）、
実
際
上
、
多
く
の
刑
罰
制
度
が
借
用
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
（
例
え
ば
、
被
保
安
監
置
者
を
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
ど
の
病
院
な
の
か

）、
し
ば
し
ば
法
文
に
よ
っ
て
う
や
む
や
に
さ
れ
て
い
る
、
適
用
さ
れ
る
制
度
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、

｜
他
方
で
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
ケ
ア
の
大
幅
な
拡
充
、
即
ち
、
長
ら
く
件
数
が
少
な
い
ま
ま
で
お
そ
ら
く
ご
く
短
期
に
終
わ
る
現
況

に
手
段
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
、

｜
最
後
に
、
刑
罰
法
規
の
諸
原
則
に
鑑
み
、
保
安
監
視
上
の
義
務
に
違
反
し
た
者
に
適
用
さ
れ
る
自
由
剥
奪
の
正
当
性
に
関
し
て
真
剣
に

省
察
す
る
こ
と
。

１
）

L
o
i n
°
2008

174 d
u 25 fev

rier 2008 rela
tiv
e a

la reten
tio
n d

e su
rete

et a
la d

ecla
ra
tio
n d

’irresp
o
n
sa
b
ilite

p
en
a
le p

o
u
r ca

u
se

（81-４- ）567 21

フランスにおける保安監置廃止に向けた近時の動きについて（井上）



d
e tro

u
b
le m

en
ta
l,
JO
R
F
 
n
°
0048 d

u 26 fev
rier 2008,

p
.3266.

２
）

保
安
監
置
及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
保
安
監
置

及
び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
（L

o
i n
°
2008

174

）
に
つ
い
て
」
法
政
研
究
七
七
巻

四
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
三
一
頁
以
下
、
及
び
、
末
道
康
之
『
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
現
状
と
欧
州
刑
法
の
展
望
』

二
〇
一
二
年
・
成
文
堂
）
一
八
六
頁
以
下

参
照
。

３
）

L
o
i n
°
2010

242 d
u 10 m

a
rs 2010 ten

d
a
n
t a

a
m
o
in
d
rir le risq

u
e d

e recid
iv
e crim

in
elle et p

o
rta
n
t d
iv
erses d

isp
o
sitio

n
s d
e

 
p
ro
ced

u
re p

en
a
le,

JO
R
F
 
n
°
0059 d

u 11 m
a
rs 2010 p

.4808.

４
）

当
初
一
年
で
あ
っ
た
期
間
が
上
記
二
〇
一
〇
年
法
に
よ
っ
て
二
年
に
延
長
さ
れ
た
。

５
）

本
憲
法
院
裁
決
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
制
裁
研
究
会
訳
「
憲
法
院
二
〇
〇
八
年
二
月
二
一
日
裁
決
第
二
〇
〇
八
｜
五
六
二
号
（
保
安
監
置
及

び
精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
刑
事
無
答
責
の
宣
告
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
八
｜
一
七
四
号
）」
法
政
研
究
七
九
巻
一
・
二
号

（
二
〇
一
二
年
）
一
二
一
頁
以
下
参
照
。

６
）

こ
の
手
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
〇
〇
八
年
法
制
定
当
初
か
ら
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
（
井
上
宜
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
を

め
ぐ
る
近
時
の
動
向
」
法
政
研
究
七
九
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
〇
頁
、
同
・
前
掲
注

２
）八
三
六

八
三
七
頁
参
照
）。

７
）

C
o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte,

L
e ra

p
p
o
rt d

’en
q
u
ete su

r p
la
ce a

u cen
tre so

cio
-m
ed
ico
-ju
d
icia

ire d
e

 
su
rete

d
e F

resn
es,

16 d
ecem

b
re 2013,

p
.10.

（h
ttp
: //w

w
w
.cg
lp
l.fr /w

p
-co
n
ten

t /u
p
lo
a
d
s /2014 /02 /E

n
q
u
ete C

S
M
JS
 
F
resn

es.p
d
f

）

（
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
日
閲
覧
）。

８
）

本
事
案
に
つ
い
て
は
、
井
上
・
前
掲
注

６
）五
二

五
三
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
的
反
作
用
を
め
ぐ
る
近
時
の
動
向
」
刑
法
雑
誌
五
三
巻

一
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
九
頁
も
参
照
。

９
）

C
o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte,

o
p
.cit

(n
o
te 7),

p
p
.10

11.

10
）

C
o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte,

o
p
.cit

(n
o
te 7),

p
.11.

11
）

C
o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte,

o
p
.cit

(n
o
te 7),

p
p
.11

12.

12
）

下
記
の
両
法
案
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
フ
ラ
ン
ス
上
院
に
提
出
さ
れ
た
保
安
監
置
・
保
安
監
視
廃
止
法
案
に
つ
い
て
」
清
和
研
究
論
集
一
九
号

（
二
〇
一
三
年
）
五
七
頁
以
下
参
照
。

13
）

S
en
a
t,
S
essio

n o
rd
in
a
ire d

e 2011
2012,

n
°
551.

14
）

S
en
a
t,
S
essio

n ex
tra
o
rd
in
a
ire d

e 2011
2012,

n
°
734.

15
）

D
E
L
A
R
U
E
,
J.
-M
.,
C
o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p
riv
a
tio
n d

e lib
erte,

A
v
is d

u 6 fev
rier 2014 rela

tif a
la m

ise en œ
u
v
re

（法政研究81-４- ）22 568
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d
e la reten

tio
n d

e su
rete,

N
O
R
:
C
P
L
X
1404120V

,
JO
R
F
 
d
u 25 fev

rier 2014,
T
ex
te 71.

16
）

拘
禁
施
設
総
監
督
官
は
、

拷
問
等
禁
止
条
約
選
択
議
定
書
（P

ro
to
co
le fa

cu
lta
tif a

la
 
C
o
n
v
en
tio
n
 
d
e l’O

N
U
 
co
n
tre la

 
to
rtu
re et

 
a
u
tres p

ein
es o

u tra
item

en
ts cru

els,
in
h
u
m
a
in
s o
u d

eg
ra
d
a
n
ts

）」
を
フ
ラ
ン
ス
が
批
准
し
た
こ
と
に
伴
い
、
拘
禁
施
設
で
の
人
権
侵
害
の
防

止
・
監
督
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
、
独
立
行
政
機
関
で
あ
る
。L

o
i n
°
2007

1545 d
u 30 o

cto
b
re 2007 in

stitu
a
n
t u
n C

o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es

 
lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte,

JO
R
F
 
n
°
253 d

u 31 o
cto

b
re 2007,

p
.17891

参
照
。

17
）

本
意
見
書
に
つ
い
て
は
、R

eten
tio
n d

e su
rete:

u
n a

v
is d

u C
o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte

a
p
p
elle a

d
es

 
ecla

ircissem
en
ts,
JC
P
,
3 m

a
rs 2014,

n
°
9,
p
.431;

R
eten

tio
n d

e su
rete:

a
v
is d

u co
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p
riv
a
tio
n d
e lib

erte,

D
,
13 m

a
rs 2014,

n
°
10,

p
.612;

B
O
U
IX
,
A
n
ita
,
S
C
H
L
A
F
F
M
A
N
N
-A
M
P
R
IN
O
,
M
a
u
d
,
L
a reten

tio
n d

e su
rete

d
a
n
s le co

llim
a
teu

r
 

d
u C

o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x d
e p
riv
a
tio
n d

e lib
erte,

L
a R

ev
u
e d
es d

ro
its d

e l’h
o
m
m
e,
m
is en lig

n
e le 13 m

a
rs 2014,

co
n
su
lte

le 14 ju
in 2014

(h
ttp
: //rev

d
h
.rev

u
es.o

rg
/625)

（
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
日
閲
覧
）
も
参
照
。

18
）

保
安
監
置
の
遡
及
適
用
を
論
難
す
る
も
の
と
し
て
、M

A
N
D
O
N
,
C
la
ire,

L
a co

m
p
a
tib
ilite

d
e la reten

tio
n d

e su
rete

a
la co

n
v
en
tio
n

 
d
e
 
sa
u
v
eg
a
rd
e
 
d
es d

ro
its d

e
 
l’h
o
m
m
e
 
et d

es lib
ertes fo

n
d
a
m
en
ta
les,

L
a
 
reten

tio
n
 
d
e
 
su
rete

et le
 
tem

p
s,
L
es lia

iso
n
s

 
d
a
n
g
ereu

ses,
R
ev
u
e p

en
iten

tia
ire et d

e d
ro
it p

en
a
l,
2013,

n
°
4,
p
p
.863 et ss.

19
）

保
安
監
置
に
お
け
る
精
神
鑑
定
と
危
険
性
判
断
を
め
ぐ
っ
て
は
、B

A
R
O
N
 
L
A
F
O
R
E
T
,
S
o
p
h
ie,

C
A
S
A
N
O
V
A
,
A
ria
n
n
e,
L
’ex
p
ertise

 
p
sy
ch
ia
triq

u
e
 
et l’ev

a
lu
a
tio
n
 
d
e
 
la
 
d
a
n
g
ero

site
p
o
u
r la

 
JR
R
S
 
reten

tio
n
 
d
e
 
su
rete,

A
J
 
P
en
a
l,
m
a
rs 2014,

p
p
.111

 
et ss;

H
E
R
Z
O
G
-E
V
A
N
S
,
M
a
rtin

e,
L
a lo

i n
°
2008

174 d
u 25 fev

rier 2008 o
u la m

ise a
m
o
rt d

es p
rin
cip
es ca

rd
in
a
u
x d

e n
o
tre d

ro
it,

A
J
 
P
en
a
l
 
2008,

p
p
.161

 
et
 
ss.

な
お
、
保
安
監
置
の
前
提
と
な
る
危
険
性
判
断
の
不
可
知
性
及
び
保
安
監
置
の
有
効
性
に
つ
い
て
、S

É
V
E
L
Y
-

F
O
U
R
N
IÉ
,
C
a
th
erin

e,
L
a reten

tio
n d

e su
rete

a
l’o
rig
in
e d

’u
n n

o
u
v
ea
u risq

u
e d

’erreu
r ju

d
icia

ire?,
A
J P

en
a
l 2011,

p
.336

は
、

三
つ
の
場
合
に
分
け
て
検
証
す
る
。
即
ち
、
①
実
際
、
保
安
監
置
が
宣
告
さ
れ
ず
、
そ
の
者
が
刑
の
終
了
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
、
累
犯
に
及
ば
な
い
場
合
、

保
安
監
置
そ
れ
自
体
の
有
効
性
ま
た
は
時
宜
性
に
関
し
て
い
か
な
る
一
般
的
結
論
も
導
き
え
な
い
。
②
非
常
に
蓋
然
的
な
再
犯
を
危
惧
さ
せ
る
人
格
の
重

大
な
障
害
を
外
見
上
呈
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
者
が
釈
放
さ
れ
、
累
犯
に
及
ぶ
場
合
、
確
か
に
、
反
対
推
論
か
ら
、
保
安
監
置
の
原
理
そ
の
も
の

の
有
効
性
は
導
か
れ
う
る
が
、
保
安
監
置
が
予
防
の
「
唯
一
の
手
段
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
③
そ
の
者
が
保
安
監
置
に
付
さ
れ
、
仮
に
、
累
犯
に
及
ば

な
い
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
保
安
監
置
の
有
効
性
の
積
極
的
証
明
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
個
別
の
被
有

罪
宣
告
者
を
除
い
て
、
そ
の
有
効
性
は
決
し
て
精
確
に
は
検
証
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
結
局
、
累
犯
が
実
際
に
行
わ
れ
た
場

合
に
し
か
、
累
犯
の
蓋
然
性
（
従
っ
て
、
監
置
の
必
要
性
）
は
実
の
と
こ
ろ
確
定
的
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
、
対
象
者
が
釈
放
さ
れ
て
い
た
ら
実

際
に
累
犯
に
及
ん
だ
か
も
決
し
て
確
定
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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拘
禁
施
設
総
監
督
官
は
、F

resn
es

社
会
的
医
療
的
司
法
的
セ
ン
タ
ー
の
視
察
報
告
書
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

拘
禁

施
設
総
監
督
官
は
、
保
安
監
置
が
保
安
監
視
の
枠
内
で
被
有
罪
宣
告
者
に
課
さ
れ
た
義
務
の
不
遵
守
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
被
収
容
者
の
特
性
及
び
と
り
わ
け
そ
の
滞
在
期
間
に
鑑
み
、
拘
禁
施
設
総
監
督
官
は
、
彼
ら
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
義
務
の
不
遵
守
と
い
う
一
事

の
み
に
よ
る
彼
ら
の
『
特
別
な
危
険
性
』
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
」

C
o
n
tro
leu
r g
en
era

l d
es lieu

x
 
d
e p

riv
a
tio
n d

e lib
erte,

o
p
.cit

(n
o
te

 
7),

p
.12

）。
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e d
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ro
its d

e l’h
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m
m
e,
A
v
is su

r le p
ro
jet d

e lo
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tif a
la p

rev
en
tio
n d

e la recid
iv
e

 
et a

l’in
d
iv
id
u
a
lisa

tio
n d

es p
ein
es
(A
ssem

b
lee p

len
iere

27 m
a
rs 2014),

N
O
R
:
C
D
H
X
1407749V

,
JO
R
F d

u 12 a
v
ril 2014,

T
ex
te

 
48.
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全
国
人
権
諮
問
委
員
会
と
は
、
一
九
四
七
年
に
創
設
さ
れ
た
、
独
立
行
政
機
関
と
同
視
さ
れ
る
国
家
機
関
で
、
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
領
域
に
お

け
る
政
府
及
び
議
会
の
活
動
に
つ
き
助
言
及
び
提
案
を
行
う
の
が
そ
の
任
務
で
あ
る
。A

rrete
d
u 17 m

a
rs 1947 rela

tif a
la co

m
m
issio

n co
n
-

su
lta
tiv
e p

o
u
r la co

d
ifica

tio
n d

u d
ro
it in

tern
a
tio
n
a
l et la d

efin
itio

n d
es d

ro
its et d

ev
o
irs d

es É
ta
ts et d

es d
ro
its d

e l’h
o
m
m
e,

JO
R
F
 
d
u 27 m

a
rs 1947,

p
.2849

参
照
。
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d
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n
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n
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a
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JO
R
F
 
n
°
0189 d

u 17 a
o
u
t 2014 p

.13647.
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全
国
人
権
諮
問
委
員
会
は
、
既
に
、
保
安
監
置
法
案
に
対
し
て
意
見
を
表
明
し
て
い
た
。
即
ち
、
同
委
員
会
の
意
見
書
に
よ
っ
て
、
同
法
案
は
「
危

険
性
」
と
い
う
曖
昧
な
概
念
を
刑
事
手
続
に
導
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
保
安
監
置
に
関
し
て
は
、

将
来
の
行
動
の
予
測
」
と
い
う
極
端
な
不
確
実
性
が

存
し
、
対
象
者
を
起
こ
り
う
る
犯
罪
の
潜
在
的
行
為
者
と
す
る
こ
と
で
、
犯
罪
と
自
由
剥
奪
の
因
果
関
係
が
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ

た
（C

o
m
m
issio

n n
a
tio
n
a
le co

n
su
lta
tiv
e d
es d

ro
its d

e l’h
o
m
m
e,
A
v
is su

r la reten
tio
n d

e su
rete

et l’irresp
o
n
sa
b
ilite

d
es m

a
la
d
es

 
m
en
ta
u
x
(A
d
o
p
te

p
a
r l’A

ssem
b
lee
 
p
len
iere

 
d
u
 
7
 
fev

rier 2008),
h
ttp
: //w

w
w
.cn
cd
h
.fr /sites /d

efa
u
lt /files /08.02.07 a

v
is p

l
 

reten
tio
n
 
su
rete.p

d
f)

（
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
日
閲
覧
））。
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R
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D
o
cu
m
en
ts o
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65

sessio
n
,
S
u
p
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lem

en
t n
°
44
(A
/65 /44),

p
.105.
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拷
問
及
び
他
の
残
虐
、
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
に
関
す
る
条
約
第
一
六
条
は
、
拷
問
以
外
の
残
虐
、
非
人
道
的
ま

た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務
員
そ
の
他
の
公
的
資
格
で
行
動
す
る
者
に
よ
り
ま
た
は
そ
の
扇
動
に
よ
り
も
し
く

は
そ
の
同
意
も
し
く
は
黙
認
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
を
防
止
す
る
よ
う
締
約
国
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
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R
eco

m
m
a
n
d
a
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°
30.

【
付
記
】
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
二
六
三
八
〇
〇
九
二
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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